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車
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孟
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論
嗣

自
動
車
税
論
・
・

貞
享
以
後
長
崎
の
支
那
貿
易
に
就
い
て

保
障
に
於
け
る
偶
然
の
必
然
化
・
・
・
罪
事
博
士

襲

法
皐
博
士

-
文
明
博
士

揖

臨

官

制

品

公
有
牧
議
財
産
ご
地
方
財
政

徳
川
時
代
の
寺
世
名
目
金
-

株
式
定
期
取
引
の
限
月
復
奮
に
就
い
て
・
胸
中
商
事
士

l
f
s
一

献

M
4
J

組

掛

串

土

指
帽

伏
見
酒
造
持
働
に
就
い
て

繁
築
指
数
三
世
舎
の
繁
柴

ムマ 銀

組

時

期

t

総

出

品

土

遺

預
金
部
地
方
費
晶
貸
付
規
程

錦
献

本
誌
第
二
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崎

神

戸

正

雄

矢

野

仁

一

小
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昌
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郎

中
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典
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第
六
披

瓜
占
有
牧
益
財
虚
と
地
方
財
政

第
二
十
七
巻

p、
五

j読

:~f 

公

有

牧

議

財

産

主

地

方

財

政

~1~ 

m. 

主こ

1
 
1
 

1
 

l土

し

jJ' 

き

七
O 助

会
有
牧
縫
財
産
芭
は
公
有
財
産
中

ω牧
盆
財
産
を
指
す
の
で
ゐ
る
。
抑
も
R

公
有
財
産
己
い
へ
ば
同
家
及
び
地
方

司
公
共
岡
髄
の
財
産
を
包
括
す
る
が
如
く
に
僻
せ
ら
れ
ん
も
、
普
通
は
閥
家
の
財
産
を
閥
有
財
産
若
〈
は
官
有
財
産

ご
稀
し
、
地
方
公
共
同
惜
の
財
産
を
地
方
有
財
産
叉
は
公
有
財
産
ご
稀
す
る
o
義
仁
公
有
財
産
ご
は
勿
論
普
通
の

用
語
例
に
従
ふ
も
の
で
あ
る
。

官
会
有
財
産
は
兎
に
事
者
戸
内
よ
h
て
或
は
り
牧
袋
財
産

t
H公
用
財
産

U
、
或
は
り
私
的
財
産

t
n公
的
財
産
口
、

戒
は
刊
財
政
財
産
吉
行
政
財
産
等
に
分
類
せ
ら
れ
て
ゐ
る
o

か
、
る
二
品
川
法
を
採
る
場
合
に
は
、
牧
盆
財
産
ご
私

的
財
産
・
財
政
財
産
、
会
周
財
産
正
会
的
財
産
・
行
政
財
溢
の
指
す
内
容
は
略
々
同
様
で
ゐ
る
ο

設
に
遁
叫
ん
ご
す

る
は
道
府
脈
・
市
・
町
村
の
牧
盆
財
産
荘
〈
は
私
的
財
産
・
財
政
財
産
Z
稽
せ
ら
る
、
も
の
に
就
て
で
ゐ
る
。

れ

神戸正雄博 L著、lItJ&皐要請ー五O頁

小川蛸/三郎博士箸、財政串(地論)こ b 買
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ら
の
財
産
が
目
公
用
若
〈
は
R

公
的
或
は
行
政
財
産
ご
稽
せ
ら
る
、
も
の
さ
異
る
所
以
は
、
夫
は
地
方
会
共
同
慢
の
花

有
財
産
で
あ
b
、
後
者
は
専
ら
ぬ
共
用
一
公
用
に
供
せ
ら
る
、
に
反
し
て
、
そ
の
本
質
が
牧
盆
を
ゐ
げ
ん
こ
ご
を
目

的
ご
す
る
貼
に
あ
る
。
而
I
て
夫
よ
り
生
中
る
吹
盆
は
所
調
合
意
原
則
・
報
償
原
則
に
基
づ
〈
私
経
務
的
枚
入
で

か
の
公
械
力
仁
よ
り
て
課
徴
せ
ら
品
、
羽
税
政
入
の
如
き
所
諦
公
経
滅
的
牧
入
ご
み
{
然
そ
の
館
時
を
異

ゐ
っ
て
、

仁
す
る
。

百
て
現
代
の
岡
家
は
雄
々
人
の
言
ふ
如
〈
、
租
税
岡
家
(
印
R
5
3
m
E円
)
・
債
務
国
家
(
印
n
E
E宮崎
ω
宮
与
)
で
あ
っ

て
、
そ
の
財
政
は
殆
ど
租
税
ピ
百
官
山
川
己
を
以
て
焚
理
せ
ら
れ
、
財
産
牧
入

ω
財
政
上
に
占
む
る
地
位
は
極
め
て
腔

〈
み
ら
れ

τ
ゐ
る
。
且
正
を
昔
日
の
財
政
が
殆
い
と
専
ら
則
唐
牧
入
に
よ
ち
て
跡
前
理
せ
ら
れ
た
る
に
比
す
れ
ば
大
な
品

幾
漣
ぜ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
れ
ど
も
こ
の
現
象
を
翻
て
財
車
問
牧
入
は
勝
家
盆
々
減

ιて
遂
に
そ
れ
は
財
政
の
領

域
よ
h
そ
の
姿
を
淡
す
る
で
あ
ら
主
芭
断
や
る
が
如
き
は
早
計
で
ゐ
る
。
批
曾
進
化
の
大
勢
を
以
℃
す
れ
ば
寧
ろ

そ
の
惑
の
傾
向
な
し
ご
せ
ぬ
。
誠
に
財
産
牧
入
の
財
政
上
に
於
け
る
地
位
の
典
己
推
移
の
跡
を
み
て
も
興
味
つ
き

な
い
も
の
が
め
る
o

併
L
吾
人
は
今
か
、
る
官
一
公
有
財
産
の
過
去
や
時
間
京
市
を
論
究
せ
う
ピ
す
る
の
で
は
な
い
。
唯

現
濯
の
紋
践
を
明
に
し
て
み
た
い
E
忠
ふ
の
で
め
る
が
闘
有
財
産
に
就
て
こ
の
稲
の
研
究
は
阪
に
公
に
苫
れ
て
ゐ

る
が
故
に
本
論
は
専
ら
会
有
財
産
に
就
て
之
を
試
み
る
で
ゐ
ら
う
。
以
下
先
づ
公
有
財
産
牧
入
の
地
方
財
政
上
に

占
U
る
地
位
を
み
、
弐
に
そ
の
構
成
内
容
及
び
成
立
の
過
程
に
及
び
た
い

Z
息
ふ
。

一一
地
方
財
政
に
於
け
る
財
産
状
入
の
地
位

苗E

苑

公
有
牧
盆
尉
慮
、
と
地
方
財
政

第
二
十
七
巻

λ 
五

第
大

概

七

前掲/HII博士著、財政事三七一頁一三九一頁5) 



説

苑

公
有
収
益
財
産
と
地
方
財
政

長

大
正
十
五
年
度
の
珠
算
に
就
て
財
産
牧
入
額
並
び
に
そ
れ
の
歳
入
総
額
及
び
租
税
枚
入
額
に
劃
す
る
百
分
比
を

七

t
i「
L
r
E
)
司

F

》

L

主
H
t
j
tむ
却
の
ν一
掬
〈

t
s
~
f一

M 
広告

道
府
燃
に
於
り
る
財
産
肱
入
山
地
位

表
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森
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R
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一
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新
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計

手
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主

主

U
L
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目
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J
て
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J
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三
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王
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-

-

己

主

一

-

小

計

千

葉

口

占

一

一

口

・

口

一

三

頭

車

京

0
1
2
4
猷

到

以
上
は
各
府
豚
別
の
統
計
で
あ
る
が
、

車
第
二
十
ヒ
岱

凡
五
四

第
プぐ

lJl/! 

ff.. 
j塀

;.. .. ヲ

一昆」
Cコ

真
に
市
に
於
り
る
獄
態
を
明
か
に
せ
う
。

ロ・
A

一

口・
A

一

回・一一口
口
・
笠

口・毛

内務省地方局、地方財政蜘袈(昭和二年一月間)* 
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去

市
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地
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設
苑
骨
有
牧
盛
財
産
在
地
方
財
政

宇

都

一

一

一

ι
子

二

・

甚

干

高

知

一

小
計
一
一
吉
一
企
口
・
ニ
・
芸
品
小
計
一

似

品

一

口

・

口

山

一

一

一

附

剛

一

高

松

?

?

人

ハ

ム

久

間

地

↑

丸

抱

ユ

・

阿

・

金

一

門

司

松

山

由

一

-

1

・
章
一
小
古

今

治

千

七

・

ヨ

一

一

若

松

第
二
十
七
轡

A
五

六

第

六

組

七

回
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一

』

イ

明

唯

一

一

4

1

i
一
子
ム
宮
崎
一

i

口・き

企

τ一
一
三

-

F

削

↑

旦

守

宅

一

7
A
梢

岐

一

A
一
子
歪

3

口
λ
」
-
一
-
佐
到
一
九
て
・
一
ぶ
ロ
一
-
A
」
胞
兄
島
一
合
一
一
千
五
五

一J
c

u

t

一一

7

長
崎
一
一
口
自
宅
吾
一
一
一
回
・
明
E

一
那
捌
一
一
一
一
一
一
一
7
2

E
-

一

三

ニ

デ

佐

山

保

↑

三

づ

一

-
i
七・

4
4自
民
一

0

4

一・ニム

」
口
-
P一
口

・

熊

本

一

宅

一

7
回』

2
4
小
計
一
宅
一
一
一
7
N
口一

一
七
日
一
一
一
川
町
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
で

n

計
一
A
J
A
A
一
三
一
一

最
後
に
町
村
に
於
り
る
財
庫
牧
入
の
地
位
を
道
府
腕
別
に
よ
b
研
究
す
る
ご
究
の
結
果
を
う
る
の
で
ゐ
る
。

茨小 編 山 秋官 i正f背 1I、北
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白
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一
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一
?
ヌ

一
一
宅
一
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・
旦
干
一
元

一
、
八
九
一
色
回
・
主
?
佐
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事
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一
二
同
・
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一
一
二
世
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歪
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町利別の統計資料を依〈、故に輩では逝府肱別にしたる町村由研究とする* 



主主香徳 IJ、山

援川島計口
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を
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そろ品関市弓
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り = 己三同・
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右
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虫n

成
入

抑
制
tこ一-K ー.~ ，J、
針 -4三三三三主主
す
る 1;" 1':'1 号号干
M 口口c::> ;;.'， ;0';: 

Tii旦~

瑞[ニ点.:=:. ;tt 

柏田三..四三
牝ーーー一一ーーーー一一
入 合小

;t.t 
す
る
0/ 
/。

と
を
<> 
た

.ーと
v、
.s、

(
備
考
)

三L三il:丘三一

…
一
一
一
日
凡
山
一

計
一
ニ
、
完
且

計
一
T
A
.
=
孟

回同

宅元

内

-
A

一

月
・
七
九

に
、
先
づ
前
者
自
民
を
み
ぎ
れ
ば
歳
入
制
制
上
い
か
な
る
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
知
り
え
な
い
。
さ
り
と
て
之
山
か
に
よ
る
と
き
は
、
甲
牒
と
乙

腕
・
叩
地
方
と
乙
地
方
白
財
政
牧
人
的
多
棋
を
比
較
す
る
臼
附
騨
ず
あ
る
。
査
し
政
人
総
舗
と
い
へ
ば
化
山
中
に
公
偵
・
寄
附
企
・
川
直
資
抑
代
田
制

昔
、
年
に
よ
り
で
そ
の
叫
聞
に
抽
出
瑚
心
地
し
き
臨
時
抗
人
を
合
品
、
従
つ
℃
叩
年
度
山
政
非
に
よ
る
と
乙
年
度
山
諜
非
に
よ
る
と
に
よ
っ
て
、
附
直
肱

入
猷
に
大
な
る
却
化
な
し
と
ナ
る
も
、
成
人
組
組
に
謝
す
る
必
に
は
大
な
る
撞
世
生
ビ
、
甲
乙
比
較
白
比
車
、
と
し
て
は
そ
の
趨
刊
を
献
〈
て
あ
ら

う
。
さ
れ
ば
比
般
的
但
同
性
の
大
な
る
も
の
に
劃
し
て
、

-ekm
り
比
を
み
な
け
れ
ば
な
ら
向
。
租
揖
牧
人
観
は
か

t
白
川
き
組
み
合
は
せ
監
と
し
て
の

費
特
を
有
ナ
る
で
あ
ら
う
。
茸

L
夫
は
年
に
土
り
て
念
雌
た
る
持
動
な
き
に
由
る
か
、
又
、
そ
れ
に
よ
り
て
同
時
に
、
財
産
牧
入
白
如
、
普
地
方
民
負

強
に
か
ケ
ら
ざ
る
も
の
と
、
租
拾
の
如
(
地
方
民
負
措
に
か
与
る
も
の
と
の
比
を
も
明
に
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

大
正
十
五
年
度
抽
出
算
に
ゐ
ら
は
れ
し
道
府
駿
・
市
・
町
村
の
財
産
枚
入
の
地
位
は
上
の
如
〈
で
ゐ
る
。
そ
の
中
ま

づ
歳
入
総
額
に
謝
す
る
割
合
を
一
括
し
て
示
す
な
ら
ば
次
の
如
く
で
ゐ
る
。

f血具北

説

第
四
十
説

方

歳
入
組
制
に
劃
す
る
財
産
枚
入
白
百
分
比

vuz

一

、
J

一

羽
一

会
有
取
盆
則
産
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地
方
財
政
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た~ i且
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口
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五
八
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拙

七
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iii 

子宅|(口・正式
i
ヨ一
ιー晶

子川
A
1
2
・
一
人
写
会
)

回・詣
l
(一λ
同

1
宇
田
一
)

甲屯一
T
l
(
-
7
岳
了
主
一
向
)

回・一元l(子会11・
A
A
)

Z
L
d
l
(
了
金
1
回二三

回会一同(子口同
1
9
宇
者
)

同・宅
1

1

1

1

1
ー

右
の
如
〈
道
府
麟
に
ゐ
り
て
は
本
州
中
部
の

0
・
八
七
M

判
、
市
で
は
北
海
道
の
五
・
ニ

O
折
、
町
村
に
於

τは
同

じ
〈
北
海
道
の
六
・
七
九
%
を
最
も
大
ご
す
る
。
又
会
闘
を
平
均
し
た
結
果
は
道
府
賑
が

0
・
三
六
折
、
市
は
一
・

一
一
一
%
、
町
村
は
四
・

O
七
併
で
ゐ
る
。
そ
の

μ最
も
大
な
る
町
村
に
於
て
す
ら
財
産
投
入
が
歳
入
総
額
の
四
・

o

七
%
な
る
を
み
れ
ば
、
現
代
地
方
財
政
に
於
り
る
財
産
枚
入
の
微
々
た
る
こ
ご
を
知
る
ぺ
き
で
あ
る
。
苫
て
以
上

は
偶
々
大
正
十
五
年
度
滋
算
に
就

τ、
然
も
歳
入
縛
額
じ
劃
す
る
比
に
於

τ財
産
牧
入

ω
多
泌
を
み
た
る
も
の
で

る
っ
て
、
之
に
よ
b
て
甲
地
正
乙
地
の
財
産
枚
入
の
如
何
を
比
較
す
る
は
安
嘗
を
欠
〈
が
放
に
、
究
に
同
じ
自
第

一
表
歪
第
三
表
に
か
、
げ
し
利
税
収
入
に
劃
す
る
財
産
牧
入
の
比
に
よ
h
て
、
地
方
財
政
に
於
け
る
財
産
牧
入
の

多
寡
を
比
較
し
ゃ
う
ご
忠
ふ
。

先
づ
府
服
・
市
・
町
村

ω財
産
牧
入
の
割
合
を
地
方
別
に
み
れ
ば
弐
の
如

L

第

五

表

地
方
別
に
み
た
る
府
牒
市
叫
村
山
租

間
取
入
に
謝
す
る
創
世
収
入
の
比



村
一

一一一比
三
・
式
国

手
三
一

A

・よ

郎
も
会
図
的
に
み
れ
ば
、
租
税
枚
入
に
制
到
す
る
財
車
問
牧
入
の
比
は
、
道
府
賑
0
・
五
七
、
市
七
・

O
入
、
町
村
六
・

七
九
に
し
て
、
市
ご
町
村
に
は
大
差
な
く
府
間
師
は
そ
れ
い
比
し
て
は
る
が
に
少
い
。
又
、
道
府
腕

ωみ
に
つ
い
て

い
へ
ば
、
本
州
中
部
品
も
多
〈
関
東
日
曜
も
少
い
。
市
に
就

τは
北
海
道
最
も
多
〈
閥
来
之
に
弐
「
。
町
村
じ
於
て

は
北
海
道
最
も
多
〈
関
取
最
も
少
い
。
他
地
方
に
比
し
て
闘
東
地
方
内
市
の
財
産
牧
入
多
け
れ
H

と
も
府
幌
町
村
の

財
産
牧
入

ω極
め
て
少

T
M
Z、
北
海
道
の
市
町
村
に
財
産
股
入
の
多
い
ζ

ご
、
本
州
中
部
地
方
の
市

ω財
産
牧

λ
少
な
げ
れ
刊
と
も
府
膝
・
町
村

ω財
産
牧
入
山
り
多
い
-
』
ざ
等
は
注
意
す
べ
き
に
足
る
。

以
上
は
財
産
投
入
に
就

τ地
方
別
の
税
制
で
あ
る
が
、
真
に
各
地
方
の
府
麟
・
市
・
町
村
を
、

る
財
産
枚
入
の
比
率
階
級
に
分
て
ば
、
突
に
掲
h
J
Q
第
六
・
七
・
入
表
の
如
〈
で
あ
る
。

地
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ーー 第

挽

l!'iI 
七八回~ -c .'li'..同省

右
表
に
み
る
如
〈
益
岡
府
勝
四
七
の
中
、
二
六
府
牒
ま
で
が
、

0
・三

0
1
0・六
O
に
溺
し

τゐ
る
o

更
に
こ

の
表
に
球
h
τ
青
森
・
静
岡
・
高
知
・
踊
闘
の
凹
脈

ω財
産
取
入
が
他
じ
比
L
て
著
し
〈
大
な
る
は
注
意
を
惹
か
き

る
、
所
で
あ
る
。
弐
に
第
七
表
じ
よ
り
て
之
を
市
に
就
て
み
や
う
。
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口 租
輯
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h
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右
表
に
よ
れ
ば
全
閣
都
市
一

O
一
の
中
、
七
八
ま
で
が
比
第
一

1

一
O
に
嵐
し
、
夏
に
比
卒
を
一

l
一
五
ピ
す

れ
ば
九
人
市
を
包
合
す
る
こ
ピ
、
な
る
o

北
海
道

ω小
斡
・
旭
川

ω
二
市
的
財
産
枚
入
の
制
合
的
大
な
る
は
興
味

を
ひ
〈
所
で
あ
る
o

攻
に
然
ら
ば
町
村

ω
財
産
投
入

ω
割
合
は
如
何

第

八

表

租
叫
制
収
入
に
謝
す
る
財
産
牧
入
白
比
よ
り
み
た
る
町
村
山
U

配
脇

判
叫
ん
川
一
ー
ー
一

t

栂

泊

合

計
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苑
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士
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財
産
と
地
方
財
政

町
村
を
府
服
別
に
し

τそ
の
財
産
枚
入
を
み
れ
ば
第
八
表
の
如
〈
、
全
国
一
道
四
六
府
麟

ω中
三
四
府
脈
は
比

七
丸

第
二
十
士
巷

λ
大

第
六
観



説

事E

公
有
牧
盆
財
産
と
地
方
財
政

第
二
十
七
巻

L
-

、
F
プ

第
六
観

λ 

O 

率
三
八
に
属
す
る
。
而
し
て
北
海
道
・
宮
城
・
静
岡
・
三
重
・
奈
良
・
熊
本
・
沖
縄
等
の
町
村
の
財
売
牧
入
は
特
に
多

い
の
で
あ
る
。

以
上
越
ぺ
た
る
所
を
嬰
括
す
る
に
、
租
税
牧
入
に
謝
す
る
財
産
牧
入
の
割
合
を
以
て
す
れ
ば
、
イ
金
闘
府
脈
の

大
部
分
は

0
・
三
O
M判

0
・
六
O
%
に
、
市
の
大
・
叫
分
は
一
弱
|
一
O
M
刊
に
、
町
村
の
大
部
分
は
三
%
八
%
の

聞
に
ゐ
る
こ
言
、
ロ
道
府
勝
・
市
・
町
村
の
大
多
数
に
就
て
い
へ
ば
、
財
産
枚
入
の
割
合
以
町
村
に
最
も
多
〈
市
は

之
に
次
ぎ
府
牒
に
最
も
少
し
ご
す
る
。
』
一
O
M
以
上
の
も
の
は
府
腕
に
は
金
〈
之
れ
な
〈
、
市
に
め
h
て
は
十

三
市
を
、
町
村
に
あ

bτ
は
七
勝
の
町
村
を
数
ふ
。
財
産
牧
入

ω特
に
多
量
都
市
や
町
村
に
就

τは
そ
の
理
由
を

特
に
研
究
す
ぺ
き
必
要
が
あ
る
が
他
日
に
譲
る
こ
己
、
せ
ぅ
。

牧
議
財
産
の
構
成
内
容

財
産
牧
入
の
源
泉
は
政
盆
財
産
で
あ
る
。
従
っ
て
道
府
将
・
市
・
町
村
の
財
産
収
入
念
知
ら
ん
ご
せ
ば
、
そ
の
各

々
の
牧
盆
財
産
を
明
仁
せ
な
り
れ
ば

U
ら
臥
。
所
が
道
府
麟
・
市
・
町
村
山
牧
盆
財
産
の
構
成
内
容
は
質
的
に
殆
E

差
な
〈
唯
量
的
仁
回
調
る
仁
過
ぎ

ρ
。
今
試
み
仁
ニ
れ
ら
の
般
盆
倒
産
を
分
類
す
れ
ば
、
一
一
一
不
動
産
己
勘
産
(
概
臥

勺
炉
問
料
組
一
同
郡
一
同
訴
す
)
。

ω基
金
・
資
金
言
然
ら

F
る
も
の
。
印
普
通
財
産
正
基
本
財
産
等
E
な

る
。
一
は
財
産
の
楠
刻
に
よ
る
匝
別
で
あ
h
、
夏
仁
そ

ω内
容
を
分
て
ば
不
動
産
仁
崩
す
る
も
の
仁
土
地
・
立
本
・

建
物
ゐ
え
動
産
に
属
す
る
も
の
に
債
券
・
株
劣
等
有
一
欄
章
第
・
貸
付
金
・
預
並
・
保
管
金
・
穀
物
等
が
ゐ
バ
に
は

財
産

ω使
途
に
よ
る
匝
別
で
あ
り
、
之
に
数
肖
・
救
護
・
糊
業
・
衛
生
・
土
木
等
の
資
金
・
奉
金
が
あ
る
。
=
士
山
区
別



は
専
ら
市
町
村
財
政
仁
ゐ
ら
は
る
、
も
の
で
、
基
本
財
産
さ
は
牧
盆
を
ゐ
「
る
た
め
に
市
町
村
に
維
持
せ
ら
る
、

も
の
で
ゐ
h
且
つ
之
が
底
分
に
闘
し
工
は
監
賢
官
鹿
の
許
可
を
要
す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
普
通
財
産
は
然
ら

5
る

も
の
で
ゐ
品
。
市
町
村
山
政
盆
財
産
正
し
て
基
本
財
産
が
最
も
重
要
な
る
部
分
会
占
な
る
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

か
〈
の
如
き
基
本
財
産
制
度
は
之
を
道
府
腕
に
み
る
こ
ご
を
え
向
。
左
に
一
の
分
州
に
よ
h
J
て
道
府
腕

ω股
往
財

産
並
び
に
市
町
村
の
基
本
財
産
高
を
一
本
吉
ラ
。

財

産

稲

川
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倒
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中
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格
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葡
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会
有
枇
盆
助
産
と
地
方
尉
政

第
二
十
七
巻

λ
占ハ

右
に
擦
れ
ば
牧
盆
財
産
債
格
は
町
村
で
は
約
四
・
七
億
、
市
で
は
一
二
・
一
億
・
道
府
臓
で
は
こ
・
三
億
で
あ
h
、

町
村
の
財
産
債
格
を
一

O
Oご
す
れ
ば
、
市

ω財
産
痕
格
は
六
六
、
道
府
燃
は
四
九
郎
も
町
村
財
産
の
約
字
分
で

ゐ
る
。夏

に
右
の
表
に
よ

b
t
不
動
産
中
の
最
も
重
姿
な
る
土
地
・
建
物
の
同
情
格
正
、
動
産
中
最
も
重
要
な
る
有
居
間
詮

券
・
預
金
・
貸
付
金
E
の
割
合
を
み
れ
ば
次
の
如
〈
で
ゐ
る
o

詑

第
プミ

貌
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A
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第
六
脱

ハ.

-

K
川

↑

一

服

一

一

↑

主、

D

3

5

3

5

2

-

宅

、

喜

一

}

史

、

室

二

一

A
A

一

即
ち
之
に
よ
り

τ考
ム
る
仁
、
道
府
耐
制
的
政
盆
則
康
己
し
て
は
土
地
・
愁
物
内
倒
桁
よ
り
も
有
側
諸
券
貸
付
金
・

預
金
ゆ
額
が
は
る
か
に
大
で
あ
る
が
、
市
町
村
に
あ
り
て
は
そ
り
瓦
謝

ω事
貨
を
示

L
て
ゐ
る
。
以
工
市
町
村

ω

財
政
が
道
府
麟

ω財
政
よ
り
も
土
地
・
建
物
仁
負
ム
-
-
Z
の
大
な
る
こ
ご
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
に
よ
h
て
地
方
剛
健
山
牧
盆
財
産
を
時
三
説
明
し
た
。
こ
れ
い
ら
め
牧
盆
財
産
hr
ら
生
す
る
牧
盆
は
土
地
・

建
物
に
あ
り
て
は
負
貸
料
、
?
公
依
・
貸
付
金
・
預
金
に
於
ー
は
利
子
、
株
券
に
あ

h

一Lは
陶
酔
師
合
一
で
め
る
が
、
ぞ
れ

ら
一
一
的
牧
径
の
何
程
な
る
か
は
資
料
を
除
く
じ
よ

h
τ
之
を
明
に
し
難
い
o
唯
、
最
後
に
地
方
凶
鵠
が
公
債
の

所
有
者
で
あ
b
株
式
曾
枇
の
株
主
で
ゐ
る
こ

Z
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
蓋
し
之
に
よ
り
て
財
政
己
期
政
己
の
、

又
財
政
正
経
済
組
織
己
的
直
接
的
な
る
連
繋
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第

十

表

物

倒

格

一

有
倒
配
捗
・
貸
付
金
・
預
金
一

収
盆
財
よ
胞
と
し
て
の
不
動
崖
と
動
産
の
割
合

財

倒

+再

EI 
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地
・
砧

三孟

四

公
有
牧
金
財
産
の
成
-I
過
程

会
有
財
産
の
成
立
過
程
己
し
て
特
に
謹
ぷ
ぺ
き
は
不
動
産
に
闘
し

τで
ゐ
る
。
蓋
し
か
の
有
岡
旧
経
券
・
貸
付
金
・

預
金
等

ω
如
量
動
産
ご
そ

ω性
質
を
異
に

L
、
土
地
森
林
原
野
の
如
吉
不
動
蕗
仁
以
多
〈

ω
歴
史
的
枯
草
が
あ
る



か
ら
で
あ
る
o

よ
b
て
以
下
に
公
布
収
益
財
産
成
立

ω歴
史
的
過
程
を
遮
べ
る
で
ゐ
ら
う
。

徳
川
時
代
に
は
人
民

ω土
地
私
有
艇
を
認
め
宇
、
土
地

ω一
永
代
資
買
は
寛
氷
二
十
年
以
来
の
禁
制
で
ゐ
つ
允
。

而
る
に
明
治
五
年
二
月
四
民
的
土
地
寅
民
所
布
を
認
め
ら
る
、
に
歪
19
始
め

τ土
地
に
官
民
有

ω磁
別
世
生
千
る

*

、

，

、

)

)

こ
正
、
な
っ
た
。
却
も
明
治
六
年
三
月
二
十
五
日
布
告
第
百
十
四
枕
に
樋
れ
ば
、
土
地
は
一
皇
宮
地
ニ
紳
地
三
官

肱
地
四
官
用
地
五
官
有
地
六
日
公
有
地
七
私
有
地
入
除
枕
地
の
入
つ
に
分
類
せ
ら
れ
、
而
し
て
官
有
地
ご
は
「
名
所
-

R

官
園
地
・
山
林
・
野
保
・
湖
沼

ω類
沓
京
銀
枕

ω
地
に
し
て
官
筋
に
記
載
せ
る
地
を
云
」
ひ
、
公
街
地
Z
は
「
野
方
税
場

の
狐
郡
村
中
川
駅
一
般
会

rv税
昨

r山

Hrm叫
山
ア
ピ
一
五
」
ぴ
、
な
有
地
己
ー
は
「
人
民
所
有
の
田
畑
屋
敷
共
他
各
相
の
土

地
を
云
」
ふ
正
ゐ

h
t
該
仁
官
引
・
会
有
・
な
有
川

U
M別
が
ゐ
ら
は
札
、
「
加
村
市
坊
一
般
公
十
倒
的
税
地
・
無
税
仙
川
」
を

一
公
有
地
ど
な

L
た
。
然
る
に
明
治
七
年
十
一
月
七
日
布
告
町
田
ぽ
二
十
枕
金
以

t
右
的
地
所
名
務
阪
別
が
改
正
せ
ら

れ
味
先
づ
土
地
を
官
有
地
・
民
布
地

ω
二
回
に
大
別

L
、
官
有
地
を
細
分
し
て
第
一
穂

l
皇
宮
地
・
紳
地
、
第
二
積

!
皇
族
賜
邸
・
官
用
地
、
第
三
純

l
一
、
山
耐
圧
陵
林
薮
原
野
川
一
件
湖
沼
地
探
構
畑
出
堤
航
畑
道
路
凹
州
屋
敷
等
其
他

民
有
地
に
め
ら

g
る
も

ω、
二
、
餓
道
線
路
敷
地
、
三
、
電
信
仰
木
線
柱
敷
地
燈
明
長
敷
地
・
四
、
各
所

ω沓
跡
名

医
及
び
R

公
園
等
民
有
地
に
あ
ら
グ
る
も
り
・
五
、
人
民
所
有

ω機
理
を
失
せ

L
土
地
、
六
・
民
有
地
に
あ
ら

F
る

堂
宇
敷
地
及
び
墳
墓
地
、
七
・
行
刑
場
、
第
四
杭
|
寺
院
大
中
小
山
中
校
説
教
場
病
院
貧
院
等
民
宿
地
に
ゐ
ら

5
る

も
の
、
の
四
積
ご
な
し
、
民
有
地
を
第
一
一
側

l
人
民
各
自
所
一
例

ω確
認
ゐ
る
耕
地
宅
地
山
林
等
、
第
二
椛

l
人
民

数
人
或
は
一
村
或
は
数
村
所
有
的
確
設
あ
る
平
校
病
院
郷
倉
牧
場
秘
地
刷
寺
等
官
有
地
に
あ
ら
さ
る
土
地
、
第
一
一
一

柿

l
官
有
に
あ
ら
Z
る
墳
墓
地
等
・
山
一
三
間
ご
な
し
た
c

術
同
日
布
告
第
一
四
一
一
一
紘
に
は

院

苑

第
二
十
七
巻

λ
古

賀

公
有
枇
益
尉
庄
在
地
方
財
肱

第
六
腕

λ 
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動

宛

第
二
十
七
巻

λ
穴

式

第

六

鵠

λ
岡

、
、
、
、
、
、
、
、
、
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+
般
地
町
名
郁
放
五
供
に
付

C
は
従
前
私
有
地
位
民
有
地
第
一
種
に
編
入
し
村
繭
公
有
地
白
内
所
有
の
礁
詮
有
之
も
の
は
民
有
地
第
二
種
に
編
入

公
有
牧
盆
周
産
と
地
方
財
政

可
致
尤
公
有
と
相
候
内

ιは
各
種
由
地
所
有
之
候
間
隔
制
山
都
合
に
よ
り
人
民
山
幸
不
幸
を
生
し
候
て
は
不
都
合
に
付
従
氷
山
景
況
鰐
と
樟
査
を
加

へ
官
に
可
脇
も
の
は
官
有
地
に
編
入
し
比
に
可
屈
も
り
は
ほ
同
宥
地
に
編
入
し
官
民
田
所
有
を
離
分
、
も
四
は
別
紙
緋
岬
に
問
地
-
M
単
調
内
務
省
へ
可
何
出

此
旨
相
議
候
事

ぜ
あ
る
。
帥
も
先
に
「
郡
村
一
般
公
有

ω税
地
・
純
一
税
地
」
を
乱
首
布
地
芭
よ
ん
だ
が
、
改
E
誌
に
於
て
は
「
一
村
或
は

数
村
所
有

ω磁
器
」
ゐ
る
土
地
を
民
布
地
第
二
秘
に
編
入
す
る
こ
正
、
な
っ
た
。
爾
来
、
市
町
制
制
の
施
行
せ
ら

晶
、
ま
で
、
一
村
若
〈
は
数
制
的
所
有
地
は
私
人
の
所
有
地
古
閑
じ
く
民
有
地

Z
L
t
取
扱
は
れ
た
の
で
め
る

が
、
ロ
ー
マ
怯
の
法
人
の
概
念
や
所
有
憾
の
忠
蛸
仙
の
末
ガ
制
品
目
を
支
配
せ

g
h
し
常
時
に
於
て
は
そ
れ
は
事
ろ
嘗

を
え
た
も
の
で
め
っ
た
ら
う
古
思
は
れ
る
。
そ
は
兎
も
角
、
右
の
改
正
法
に
よ

h
て
市
町
村
有
地
は
民
有
地
正
し

て
、
観
念
上
明
か
じ
官
有
地
吉
区
別
せ
ら
れ
た
が
、
実
際
上
そ
の
判
別
の
困
難
な
る
も
の
が
少
〈
な
か
っ
穴
。
然

ら
ば
之
を
如
何
仁
蕗
分
し
れ
か
?
前
掲
布
告
第
一
四
三
蹴
仁
も
確
貨
な
る
所
有
の
税
協
Z
従
来
の
「
最
況
」
を
篤

Z
考
慮
す
べ
き
を
示
し
て
ゐ
る
が
、
明
治
八
年
六
月
二
十
二
日
、
地
租
改
正
事
務
局
は
入
曾
地
の
所
嵐
決
定
に
酬

し
て
次
の
達
一
市
を
畿

L
K叫

各
地
方
山
林
原
指
導
(
右
翼
官
官
ら
す
)
官
民
主
別
番
目
時
織
と
ナ
ベ
喜
望
書

Z
重
別
吋
野
義
主
義
和

、

、

、

、

、

、

ー

入
曾
又
は
一
村
持
廿
端
々
般
人
持
等
積
年
慣
行
存
在
致
L
比
陣
郡
村
に
於
て
も
共
同
聞
に
限
り
旭
川
踊
致
推
棋
に
無
利
遺
旨
保
誼
致
し
候
地
所
は
伯
令
簿
加

に
明
記
錦
之
共
共
備
行
を
以
民
有
之
碓
陸
と
融
越
し
是
を
民
有
地
に
編
入
候
帥
聞
と
可
柑
品
得
仰
挺
似
に
捗
僻
も
凶
は
共
事
由
を
詳
記
可
制
出
此
旨
相

議
候
事

右
は
卸
も
入
曾
地
の
所
有
関
係
を
定
め
る
に
は
、
必
十
し
も
書
面
に
よ
る
語
鎌
を
必
要
ご
せ
中
奮
来
の
慣
行
そ
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の
も
の
が
入
曾
地
に
謝
す
る
所
有
関
係
を
決
定
す
る
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
向
、
明
治
九
年
一
月
二
十
九

vm 

日
の
「
地
租
改
正
事
務
局
議
定
出
張
官
員
心
得
沓
」
に
は
次
の
如
〈
ゐ
る
。

第

官官を

官
制
主
地
面
に
於
て
師
K
某
村
所
唱
と
定
め
官
紘
又
は
村
簿
の
内
均
読
と
す
べ
き
審
制
に
記
輸
布
る
も
の
は
却
前

n
叫
と
睡
も
樹
木
草
茅

倖
其
村
の
白
山
に
任
せ
何
村
所
有
企
喝
、
地
り
た
る
こ
と
を
比
隣
郡
村
に
於
て
も
脱
却
し
抵
能
ド
代
て
幌
寵
す
る
が
如
舎
前
回
山
織
は
務
質
に
伯

り
共
村
所
有
と
定
品
民
有
地
第
二
舗
に
編
入
す
る
も
の
と
す
。
云
々

m 
f~ 

従
操
村
山
村
林
と
哨
へ
樹
木
枯
栽
或
は
焼
抽
年
内
手
入
を
加
へ
共
刷
所
布
地
の
如

f
抽
出
引
出
し
来
る
も
の
他
内
暫
泊
井
地
を
所
用
し
て
夫
生

白
草
木
部

E
位
刈
仁
一
掠
る
も
の
と
剣
持
却
な
る
剣
は
従
前
机
加
の
め
鮪
Lr
知
加
の
阻
石
と
に
如
、
b
f前
嗣
の
成
跡
を
蹴
町
時
せ
ば
民
布
地
と
一
ん
h
H

る

も
の
と
す
。
云
々

従
前
科
氷
山
永
下
車
純
一
孔
加
北
部
を
納
涼
り
た
り
と
雌
も
げ
て
山
知
識
的
捗
批
た
〈
金

r白
熱
止
の
草
木
を
採
伐
1
来
る
も
の
は
共
地
昨
日

E

所
布
せ
し
も
の
に
非
ず
。
放
に
有
絡
は
背
有
地
と
定
む
る
も
の
止
す
。
一
百
々

斜

配持

第
四
僻

地
年
甲
乙
の
ザ
端
を
生
ず
る
に
悦
て
共
側
主
或
は
幕
府
内
裁
判
に
係
り
其
原
野
は
甲
村
白
地
岬
町
、
と
裁
闘
し
而
し
て
乙
尚
之
に
人
命
従
車
探

薪
称
刈
骨
押
岬
し
捕
る
も
の
と
臨
も
修
-
一
一
峰
山
加
を
地
に
し
て
外
に
民
布
白
止
と
す
べ
き
も
由
な
き
は
第
三
師
に
曜
じ
品
分
す
可

L
@
一耳々

第
五
降

地
方
に
よ
り
誼
山
に
入
り
薪
障
を
伐
採

L
之
E
阿
川
に
流
憎
し
て
斑
買
を
臓
と
す
る
者
等
陪
永
年
多
抄
白
山
役
ま
拍
車
る
者
も
第
一
一
一
路
に

仙
中
じ
官
有
地
ー
と
定
む
る
も
白
と
ナ
。

右
心
得
脊
に
よ
れ
ば
村
若
〈
は
村
々
の
所
有
の
確
設
あ
る
も
の
及
び
村
若
く
は
村
々
の
所
有
地
の
如
〈
取
扱
は

れ
た
る
奮
慣
の
隠
然
た
る
も
の
を
民
有
地
に
編
入

L
、
車
に
自
然
生
の
草
木
会
採
伐
し
た
る
に
止
ま
h
、
そ
の
土

地
に
劃
し
て
培
裁
の
舞
曲
買
を
投
守

F
る
も
の
は
地
盤
を
所
有
し
た
る
に
非
十

Z
L
J
L
官
有
地
に
編
入
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。設

苑

A
H

布
牧
盆
肘
障
と
地
方
財
政

筋
二
十
七
器

λ 
耳

λ
大
士

第
山
仕
掛
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詑

苑

λ
六

公
有
松
益
財
産
と
地
方
財
政

第
二
十
七
位

A
式

λ

第
六
腕

以
上
越
ぺ
来
れ
る
明
治
七
年
の
「
地
所
名
稽
磁
別
」
は
そ
の
後
明
治
九
年
六
月
ピ
同
十
二
年
十
月
に
若
干
の
改
正

hr
施
3
れ
た
が
、
官
民
有

ω匝
別
に
謝
す
る
根
本
原
則
を
一
見
h
u
品
、
ご
な
く
し
て
、
地
組
改
正
事
業
も
遂
行
せ
ら

れ
、
土
地
内
所
有
附
係
は
形
式
上
一
路
確
定
し
た
の
で
あ
る
o

而
し
て
明
泊
廿
一
年
に
市
町
村
制

ω
施
炉
る
、

や
、
市
町
村
は
R

公
法
人
£
な

h
、
従
来
、
市
町
村
民
の
「
総
有
」
乃
至
「
人
口
有
」
(
の
E
m日
宮
町
2
2目
)

Z
観
念
せ
ら

れ
て
ゐ
花
氏
有
地
た
る
市
町
村
有
地
は
、
今
や
市
町
村
氏
Z
の
別
仰
の
存
在
た
る
市
町
村
吉
い
ふ
「
公
法
人
の
所
有

に
腕
崩
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
o

併
し
乍
ら
土
地
の
官
民
有
悩
別
は
市
町
村
制
の
施
か
る
、
ま
で
に
、
総
べ
て
完
全
に
決
了
し
た
わ
け
で
は
な

い
。
森
林
原
野
に
就
て
も
そ
の
牟
随
分
的
未
決
定
の
も
り
多
〈
、
叉
飯
仁
阻
分
の
決
定
し
た
る
も
の
に
も
、
調
査
の

培
向
や
判
断
山
誠
謬
に
基
(
も

ω
が
少
(
な
か
っ
た
。
一
万
来
官
民
有
的
医
分
は
地
税
徴
牧
の
基
礎
を
確
立
せ
ん
ご

す
る
行
政
上
り
門
的
山
り
た
め
に
な
さ
れ
た
も
切
で
あ
り
、

R
議
事
未
だ
整
は

F
る
維
新
草
創

ω
事
業
芭
し
で
は
そ

れ
は
誠
に
ゃ
な
を
え
苫
る
記
こ
ん
で
あ
っ
た
。
よ
b
て
政
府
は
明
治
二
十
三
年
四
月
よ
り
十
五
ヶ
年
継
続
事
業
ご

し
て
、
官
ト
付
林
野
武
地
調
査
・
部
品
川
林
調
査
・
官
有
林
野
境
界
調
査
等
を
開
始
[
、
叉
同
年
同
月
「
官
有
林
野
原
野

下
回
出
」
の
申
請
を
許
巧
し

τ、
官
民
有
極
分
の
不
蛍
彪
分
に
謝
す
る
救
済
的
途
を
開
い
た
。
森
林
原
野
的
調
査
事

業
は
人
員
・
技
術
・
経
費
等

ωた
め
に
息
は
し
く
進
捗
ゼ

F
h
し
が
、
降
っ
て
明
治
三
十
二
年
、
「
森
林
資
金
特
別
曾

計
」
を
設
け
て
図
有
林
野

ω艇
鋒
・
整
理
事
業
が
始
め
ら
る
、
に
及
び
て
・
森
林
に
閲
す
る
官
民
有

ω匝
分
も
略
々

成
就
し
た
。
叉
、
官
民
有
極
分
の
不
嘗
彪
分
に
咽
到
す
る
右
の
如
き
救
済
的
途
が
閃
か
る
、
ゃ
、
引
艮
を
申
請
す
る

も
の
続
出
し
、
た
め
に
政
府

ω林
野
接
理
事
業
が
い
つ
完
成
す
る
E
も
見
え

y
h
Lが
放
に
、
明
治
三
十
二
年
四

五
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月
法
律
第
九
十
九
抗
を
以
て
「
固
有
土
地
来
株
原
野
下
一
民
法
」
を
俊
有
し
た
。
そ
れ
に
操
れ
ば
「
地
租
改
正
又
は
枇

寺
土
地
蕗
分
に
依
b
官
有
に
編
入
せ
ら
れ
現
に
悶
有
に
周
f
る
土
地
森
林
原
野
若
は
立
木
竹
は
其
蕗
分
的
賞
時
之

に
付
き
所
有
又
は
分
牧

ω事
賞
わ
り
た
る
者
は
・
』

ω法
律
に
依
A
V

明
治
三
十
三
年
ま
で
に
主
務
大
国
に
下
日
比
り
申

請
を
織
す
こ
ご
を
得
」
(
同
法
第
↓

e
tな
し
J
L
山
叩
碕
期
限
を
定
的
.
「
所
有
又
は
品
川
股

ω事
質
合
諮
す
品
に
足
ゐ
己

認
む
る
も
の
は
」
之
を
一
「
自
民
L
(同
第
三
佳
、
そ
の
下
艮
に
よ
り

τ所
有
又
は
分
牧
的
権
利
を
取
得
し
た
る
者
は
其

*
 

の
土
地
森
林
原
野
若
は
立
木
竹
に
闘
し
第
三
者
に
釣
す
る
閥
り
権
利
義
務
を
承
継
す
る
も
り
芭
な
し
た
。
措
置
に
下

良
法
俊
布
前
に
受
理
し
て
同
法
貨
施
蛍
附
に
歪
b
A阿
世
陣
品
川
未
了

ω
件
数
は
三
千
五
百
三
十
七
件
で
あ

h
、
間
法
に

J
h
新
に
受
理
し
た
る
も
の
一
国
七
千
百
三
十
人
件
に
上
b
.
之
を
合
計
す
れ
ば
二
部
六
町
七
十
五
何
に
悲
し

た
ご
い
ム
。
官
民
有

ω極
分
に
闘
し

t
如
何
に
多
〈

ω問
題
を
生
じ
た
か
を
察
し
う
る
で
あ
ら
う
。
官
民
有
-
随
分

の
事
務
は
そ
の
後
大
正
時
代
に
ま
で
も
及
ん
村
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
右
に
よ
h
て
略
々
完
了
ー
た

E

い
ひ
う

乏
旬
。一

公
有
枚
盆
財
産
正
し

τの
市
町
村
布
土
地
森
林

ω
成
立
過
穫
は
略
々
上
の
加
し
。
府
服
有
地
的
事
に
言
及
せ

g

h
し
は
、
明
治

ω初
め
端
情
緒
奉
還

ω行
は
る
、

Z
共
に
、
諸
藩
り
A
W
有
地
り
如
き
も
悉
〈
官
有
郎
も
岡
有
に
節
し

た
る
に
よ
る
。
こ
れ
今
日
に
於

τも
府
腕
有
土
地
の
少
さ
所
以
で
ゐ
る
。

最
後
に
部
落
有
林
野
に
就
て
一
言
せ
ね
ば
な
ら
曲
。
部
落
有
林
野
己
は
欝
務
時
代
に
於
て
、
一
郷
若
〈
は
一
村

の
所
有
に
周
せ
し
林
野
で
ゐ
つ

τ、
郷
山
・
村
受
山
・
所
立
山
等
ピ
稀
せ
ら
れ
た
も
の
で
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
院
に
遮

ぺ
た
る
如
〈
明
治
九
年
一
月
仰
官
民
有
回
分
虎
介
法
に
よ
h
て
、
民
有
地
に
編
入
せ
ら
れ
た
も
の
一
で
あ
h
、
市
町

前

苑
い
附
会
有
肱
盆
財
産
と
地
方
財
政

第
宍
鋭

J、
七

第
二
十
七
怨

λ
六
九

一八日
明治三十ニ年法令金書
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)
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融

苑

F、
λ‘ 

公
有
肱
金
財
産
と
地
方
財
政

第
二
十
七
巻

凡
七
O

第

携

村
制
の
賞
施
芯
共
に
市
町
村
有
に
蹄
す
ぺ
き
も
の
で
あ
っ
た
が
之
を
市
町
村
仁
引
継
が
予

L
て
、
未
H
H
に
部
落
有

吉
し

τ保
有
す
る
も
の
で
あ
る
o

そ
の
面
積
は
会
有
林
野
の
七
三
%
に
上
る
芭
推
定
す
る
も
の
も
あ
る
。
政
府
は

政
治
・
財
政
・
経
済
の
理
由
か
ら
之
を
市
町
村
有
若
〈
は
私
人
有
に
統
一
せ
ん
ご
す
る
所
謂
部
落
有
林
野
統
一
政
策

を
ご
り
つ
、
、
あ
る
が
、
そ
の
賞
現
は
仲
々
困
難
な
る
如
〈
で
ゐ
る
。
邸
中
者
の
中
仁
は
か
〈
の
如
き
政
策
を
以
て
、

部
落
民
り
侍
統
的
生
活
及
び
精
紳
を
破
壊
す
る
も
の
な
り
ご
し
て
非
難
す
る
も
の
も
少
(
な
い
。

五

地
方
財
政
鑓
理
の
原
則
三
基
本
財
政

市
制
第
百
十
六
侠
・
町
村
制
第
九
十
六
僚
に
は
「
市
(
町
村
)
は
芙

ω
財
産
よ
り
生
中
る
枚
入
・
使
州
料
・
手
数
料
・

過
怠
金
具
の
悼
法
令
に
依
h
市
(
町
村
)
に
脱
す
る
般
入
を
以
て
前
項
山
交
的
(
削
れ
札
川
一
一
)
に
充
て
何
不
足
め
る

F
S常
市
枕
M
A
夫
役
現
日
聞
を
賦
融
徴
収
す
る
よ
ご
を
待
」
ご
め
る
。
卸
も
之
は
市
町
刺
に
於
て
は
則
凍
枚
入
以
下

所
謝
枕
外
収
入
を
以

τ第
一
弐
的
収
入
己
な
し
-
而
枕
M
A
夫
役
現
品
等
所
諸
税
般
入
を
以
て
第
二
衣
的
枚
入
ピ
な

し
、
第
二
弐
的
収
入
は
第
一
-
次
的
収
入

ω締
充
牧
入
た
る
べ

L
Z
の
原
則
を
明
に

L
た
も
り
で
ゐ
る
。
所
が
か
〈

の
如
、
吉
原
則
は
府
豚
H
A
ぴ
岡
山
部
の
財
務
に
闘
す
る
法
制
却
の
何
蕗
じ
も
見
出
す
こ
ご
を
え
な
い
。
正
に
市
町
村
財
務

規
定
上
に
あ
ら
は
れ
た
る
一
の
特
色
で
あ
る
。
上

ω規
定
は
単
仁
之
を
文
言
通
h
に
解
す
れ
ば
、
税
外
枚
入
を
以

て
歳
入
仁
不
足
ゐ
る
場
合
し
税
収
入
仁
よ
れ
ピ
い
ふ
の
で
ゐ
っ
て
.
今
日
の
財
政
・
経
済
組
制
に
於

τは
獅
h
市

町
村
り
み
な
ら
中
国
家
や
府
眠
腕
も
必
す
よ
ゐ
べ
き
で
あ
り
又
よ
っ
て
ゐ
る
所
の
、
い
は
hv

嘗
然
叫
原
則
で
め
る
か

ら
、
問
題
は
何
故
じ
か
〈
の
如
き
常
然
の
原
則
を
殊
誕
に
法
規
に
掲
げ
た
か
、
叉
何
故
に
之
を
市
制
・
町
村
制
仁

時IJ掲松浪博士著、明治林業史弾一二六百
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の
み
掲
げ
て
他
の
国
家
・
府
腕
り
財
務
法
規
に
掲
げ
な
か
っ
た
が
古
い
ふ
こ
て
に
あ
る
。
思
ふ
に
か
、
る
原
則
を

掲
げ
た
る
所
以
は
、
市
町
村
に
於
て
は
税
牧
入
よ
り
も
寧
ろ
税
外
枚
入
を
以
T
す
る
を
そ
の
財
政
妓
理
の
一
の
理

想
乃
至
願
望
正
し
て
ゐ
る
こ
ご
を
あ
ら
は
し
た
も
の

Z
解
す
る
を
遁
賞
ご
す
る
で
あ
ら
う
。
之
を
最
も
具
飽
的
に

説
明
す
る
も

ωは
歴
代
政
府

ω市
町
村
基
本
財
産
迫
成
時
唯
一
助
策
で
ゐ
る
。

抑
も
基
本
財
産
ご
は
何
ぞ
や
?
市
制
第
百
九
僚
。
町
村
制
第
八
九
保
仁
「
牧
盆
的
震
に
す
る
市
(
町
村
)
の
財
産

は
基
本
財
産
E
し

τ之
を
維
持
す
ぺ

L
」
ピ
あ
る
o

郎
ち
之
に
操
れ
ば
基
本
財
産
ピ
は
市
町
村
の
牧
盆
の
た
め
仁

存
す
る
も
の
で
ゐ
与
、
且
そ
れ
は
市
町
村
に
於
て
維
持
せ
ら
る
ぺ
〈
妥
h
に
そ
の
成
分
を
許
苫
心
も
の
で
ゐ
る
。

牧
盆
の
錦
め
に
存
す
る
も
の
な
る
が
放
に
現
貨
に
牧
盆
り
め
る
ゃ
な
し
や
は
問
ふ
所
で
は
な
い
。
又
、
妄
り
に
そ

の
蕗
分
を
許
き
-
T
Z
は
之
が
蕗
分
に
閲
じ
て
必
-T
監
督
官
胞
の
許
可
を
要
す
る
こ
正
を
意
味
す
る
。
(
団
側
ww
胴
船
伽

第
百
四
J

十
七
曲
師
、

基
本
財
産
に
二
柿
ゐ
る
。
上
に
述
べ
た
る
は
所
謂
「
一
般
基
本
財
産
」
で
ゐ
る
が
こ

ω外
に
「
特
別
基
本
財
産
」
な

る
も
の
が
あ
る
。
市
制
第
百
九
僚
・
町
村
制
第
八
九
僚
の
第
二
項
に
あ
る
「
市
(
町
村
)
は
特
別
的
目
的

ω
匁
特
別
の

基
本
財
産
を
設
り
又
は
金
穀
等
を
積
立
つ
る
こ

Z
を
得
」
芭
ゐ
る
は
そ
れ
で
ゐ
る
。
「
特
別
基
本
財
産
」
も
「
一
般

基
本
財
産
」
ピ
同
じ
〈
之
が
底
分
に
就

t
は
監
督
官
臨

ω許
可
を
要
す
る
も
の
E
す
る
c

基
本
財
産
の
意
義
・
稲

類
・
原
則
は
主
的
如
し
。
然
ら
ば
弐
に
之
が
治
成
柴
附
策
正
は
何
か
?
次
に
之
を
述
べ
る
で
ゐ
ら
う
。

市
町
村
的
基
本
財
産
を
治
成
せ
ん
正
す
る
は
明
治
以
来
の
政
府
の
仰
統
的
政
策
の
一
で
あ
る
o

明
治
二
十
七
年

七
月
七
目
的
訓
A
T
「
基
本
財
産
の
蓄
積
に
閲
す
る
件
」
は
、
最
も
よ
〈
そ
の
精
紳
を
ゐ
ら
は
し
て
ゐ
る
も
ゆ
で
あ
b

蹴

苑

公
有
枇
盆
尉
産
と
地
方
財
政

第
二
十
七
巻

λ 
七

第
六
披

λ 
九



詑

苑

公
有
肱
盆
財
産
と
地
方
財
政

第
二
+
七
巻

八

七

第
六
挽

九
O 

て
、
そ
れ
に
操
れ
ば
「
凡
そ
市
町
村
内
費
用
は
財
産
よ
h
J
生
中
る
牧
入
を
以
て
之
に
充
て
猶
は
足
ら
ざ
る
場
合
に

於
て
初
め
て
謀
枕
に
依
り
之
を
支
枇
刑
す
る
も
の
な
れ
ば
務
め
て
財
産
の
蓄
積
を
闘
h
以

τ自
治
山
基
礎
を
輩
刷
に

せ
中
ん
ば
ゐ
る
可
か
ら
や
」
Z
な
し
て
之
が
蓄
積
を
奨
刷
し
、
官
民
に
そ
の
方
法
ご
し
て
臨
時
牧
入
・
前
年
度
剰
依
金

等
叫
積
立

ω外
、
村
氏
の
負
指
仁
除
体
ゐ
る
場
合
に
は
、
一
定

ω限
度
内
に
於
け
る
地
税
の
制
限
外
課
税
・
特
別

税
ゆ
新
設
等

ω手
段
に
も
よ
り
う
る
を
示
し
て
ゐ
る
。
共
後
市
町
村
基
本
財
産
に
闘
し

τ
従
布
3
れ
た
る
訓
令
・

通
牒
は
少
〈
な
い
o

即
も
明
治
三
十
年
七
月
一
一
一
ト
日
仁
U
「
市
町
村
基
本
財
産
基
帳
設
備
的
件
」
的
訓

A
T
同
一
二
十

年
入
月
十
二
日

ω「
市
町
村
基
本
財
産
肇
帳
様
式
の
通
牒
」
、
同
三
十
一
年
七
月
九
日
に
は
「
市
町
村
基
本
財
産
蓄

積
奨
附
に
闘
す
る
訓
令
片
岡
三
十
二
年
六
月
二
十
四
日
に
は
「
市
町
村
越
本
財
産
に
関
す
る
こ
十
七
年
訓
令
第
五

O
一
蹴
訓
令
中
謀
枕
の
制
限
厳
止
の
件
」
、
岡
三
十
六
年
に
は
「
基
本
財
薦
蓄
積
に
閲
す
る
件
通
牒
片
岡
三
十
六
年

十
一
月
五
目
的
「
財
産
増
殖
己
起
債
の
注
意
に
付
通
牒
」
・
岡
三
十
六
年
十
二
月
四
日
の
「
布
町
村
基
本
財
産
蓄
積

保
例
設
定
り
件
に
付
通
牒
」
、
同
三
十
七
年
二
月
十
入
日

ω「
基
本
財
躍
進
成
ψ
件
通
牒
」
、
同
四
十
三
年
八
月
二
十

七
日
の
「
市
町
村
基
本
財
産
は
天
災
地
畿
其
他
特
殊

ω
事
由
凶
潟
山
外
は
起
債
の
場
合
仁
於

τも
費
消
す
べ
か

ら
F
る
の
件
仁
付
通
牒
」
、
同
四
十
五
年
五
月
一
一
十
一
日
「
某
本
財
産
内
蓄
械
を
停
止
す
べ
き
場
合
に
関
す
る
件
通

牒
」
、
間
四
十
五
年
七
月
十
九
日
「
基
本
財
産
運
用
に
閲
す
る
件
の
通
牒
」
等
々
之
で
あ
る
。

ム
T
V
}
れ
ら
の
訓
ム
ザ
・
硝
地
球
を
み
る
に
、
骨
同
局
が
如
何
に
基
本
財
産
的
達
成
蓄
積
を
奨
帥

t
、
之
が
増
殖
を
は
か

b
て
そ
の
損
少
を
防
が
ん
が
た
め
に
、
そ
が
管
理
や
運
用
に
周
到
な
る
注
意
を
掛
っ
た
か
を
知
ち
う
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
全
〈
前
に
示
し
柁
る
如
〈
「
凡
市
町
村

ω費
用
は
財
産
よ
り
生
十
る
枚
入
を
以
て
之
に
充
て
猶
ほ
足
ら



F
る
場
合
に
於
て
初
め
て
課
税
に
依
り
之
を
支
排
す
る
」
の
方
針
を
己
れ
る
に
基
(
も
の
で
ゐ
っ
て
、
か
〈
て
始

つ
め
て
「
(
基
本
)
財
産
の
蓄
積
を
岡
り
て
自
治
り
基
礎
含
輩
固
に
せ
十
ん
ば
ゐ
る
ぺ
か
ら
宇
」
{
前
掲
ニ
七
年
七
月
四
訓

g

t
か
、
「
市
町
村
経
締
の
基
従
'T
輩
凶
な
ら
し
む
る
縛
め
基
本
財
産
の
蓄
積
を
柴
附
す
べ
き
」
で
あ
る
ご
い
ふ
意
義

が
明
に
苫
れ
る
わ
け
で
ゐ
る
。
先
に
五
回
人
が
市
制
第
百
十
六
候
・
町
村
制
第
九
十
六
位
慨
を
解
し
て
、
市
町
村
に
於

て
は
枕
外
枚
入
合
以
て
財
政
投
理

ω中
極
財
源
た
ら
し
め
ん
古
す
る
理
想
・
希
同
世
を
表
示
し
た
る
も
の
な
り

Z
な

[
た
る
も
亦
之
に
由
る

ωで
ゐ
る
が
、
あ
な
が
も
耳
目
人

ω私
見
の
み
に
非
る
如
〈
で
あ
る
。
以
上
に
よ
h
て
市
町

村
財
政
上
.
叫
刷
所
牧
入
内
重
要
な
る
関
係
を
有
す
る
こ
ご
会
略
々
明
に
し
ロ
h
E
信
宇
品
。

ー品.
4、
最古

---.. 
E二1

以
上
旬
吾
人
は
財
産
牧
入
の
地
方
則
政
上
に
於
け
る
地
位
よ
ム
リ
始
め
て
、
地
方
財
産
的
構
成
並
び
に
そ
の
成
立

の
過
程
を
説
き
、
夏
に
市
町
村
財
政
境
理
の
原
則
Z
基
本
財
産
の
閲
係
を
越
ぺ
来
っ
た
。
今
弦
に
そ
れ
を
顧
み

τ

一
言
す
る
で
あ
ら
う
。

道
府
腕
・
市
町
村
の
財
滝
枚
入
は
絶
封
額
か
ら
み
る
も
相
調
額
が
ら
み
る
も
決

L
て
大
な
る
も
の
で
な
〈
そ
の

最
も
大
な
る
も

ωに
じ
て
歳
入
綿
額

ω
一
八
・
三
六
%
、
租
枇
枚
入
の
三
七
・
入
四
%
で
ゐ
る
。
尤
も
之
は
大
正
十

五
年
度
的
珠
算
に
就
て
の
研
究
で
め
る
が
、
元
来
、
財
法
牧
入
に
は
急
激
な
る
増
減
な
か
る
べ
き
も
の
な
る
が
放

に
、
之
に
よ
h
τ
略
々
そ
の
前
払
悼
の
大
勢
を
山
梨
し
う
る
で
あ
ら
う
。
次
に
道
府
勝
・
市
・
町
村
の
大
多
数
に
就
て
い

へ
ば
、
財
産
牧
入
の
割
合
以
町
村
に
最
も
多
〈
市
は
之
に
次
ぎ
府
間
怖
に
最
も
少
し
ピ
す
る
o

而
し
て
こ
れ
ら
の
財

百E

会
有
牧
盆
叫
刷
出
と
地
方
財
政

車
二
十
七
巻

ゴι

λ
七
三

第
六
貌

苑

末松僧一郎著.地方自治制'll!池田宏氏 自治前(新日本且第ー容凹六一酉)
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話

苑

九

第
二
十
ヒ
巻

第
六
雄

比
百
有
肱
宰
刷
訟
と
地
方
財
政

入
七
回

産
を
構
成
す
る
も
の
に
土
地
・
建
物

ω外
に
債
券
・
株
券
り
あ
る
こ
ご
は
注
意
す
ぺ
〈
、
又
市
町
村
有
の
土
地
に
は

奮
務
時
代
に
於
て
、
一
村
又
は
故
村
り
入
曾
閥
係
ヤ
有
せ
る
も
の
多
〈
、
そ
れ
が
市
町
村
正
い
ふ
法
人
的
所
布
ご

な
り

τ、
地
方
氏
凶
傍
統
的
生
活
を
一
一
渡
し
た
る
こ
己
ゃ
、
部
落
有
林
野
に
未

r整
理
吉
れ
十

L
て
残
れ
る
も
の

の
多
き
こ
ご
も
注
意
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
o

最
後
に
市
町
村
財
政
機
理
的
原
則
に
基
い
て
明
治
以
来
政
府
が
基

本
財
産

ω造
成
に
努
カ
[
た
ャ
』
古
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
勿
論
そ
れ
ら
の
政
策

ω是
非
批
判
は
叉
自
ら
別
的
問
題

で
あ
一
る
。

財
政
事
者
は
牧
入

ω後
遺
を
論
じ
て
、
君
主
私
有
地
経
務
時
代
・
特
権
牧
入
経
済
時
代
を
経
て
相
殺
経
済
時
代

に
推
移
[
来
れ

h
正
設
〈
。
即
も
今
日
は
正
に
租
税
経
済
附
代
で
ゐ
る
o

租
税
経
済
時
代
に
於
て
岡
家
財
政
は
勿

論
租
税
を
中
心
財
源
ご
し
て
ゐ
る
が
.
そ

ω岡
家
構
成
分
子
た
る
地
方
自
治
髄
も
亦
利
税
を
植
要
な
る
財
狐
ご
な

L
て
ゐ

τ、
則
産
枚
入

ω
如
2
は
除
h
に
も
微
々
柁
る
を
知
ら
ね
ば
な
ら
泊
。
こ
れ
封
建
一
肱
曾
か
ら
近
代
祉
曾
に

遅
れ
る
に
際
し
て
自
由
主
義
が
唱
導
せ
ら
れ
、
一
時
図
有
財
産
の
携
下
が
盛
ん
に
行
は
れ
て
所
調
岡
家

ω
「
無
産

化
」
・
「
貧
乏
化
」
を
招
来
し
た
結
果
Z
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。

h
r
(
の
如
一
品
川
』
岡
家
の
「
無
産
化
」
・
「
貧
乏
化
」
政
策
の
採
ら

れ
た
る
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
〈
、
私
企
業
を
骨
子
正
す
る
資
本
主
義
経
済
の
後
蓬
Z
密
接
の
閥
係
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
・
昨
洞
古
都
、
資
本
主
義
の
畿
展
一
炉
、
ょ
の
明
治
初
期
の
土
地
政
策
・
官
公
有
財
産
政
策
を
い
か
や
う
に
展
開

し
て
ゆ
〈
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
財
政
を
い
か
に
動
か
す
か
は
興
味
あ
る
問
題
正

νは
ね
ば
な
ら
心
。
(
三
、
λ
、
一
宜
)

三九一四Ol'!神戸正地博士昔、財政準型論1) 


